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特定原産地証明書の発給手続きについて 

 

平成 21 年 2 月 19 日 

日本商工会議所国際部 

課長 山内 清行 

１．特定原産地証明書とは 

わが国は、複数の国と経済連携協定（EPA）を締結しています。EPA における物品  

貿易において、わが国から輸出される産品が相手国税関で EPA 税率の適用を受けるため

には、その輸出産品が当該 EPA に基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定

原産地証明書」を取得し、通関時に提出する必要があります。各協定や各産品によって

関税撤廃スケジュール等は異なりますので、各協定の内容を理解する必要があります。 

 

２．特定原産地証明書の指定発給機関 

 日本商工会議所は、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」

に基づき、経済産業大臣からの指定を受けて、特定原産地証明書を発給しています。 

発給申請手続きは、ＷＥＢ上の日商コンピュータ・システムにより行っています。 

 

３．特定原産地証明書の発給手続き 

   

＜事前に確認しておくべき事項＞ 

   ①輸出産品の HS コードの確認（P４） 

   ②輸出産品の特恵税率の有無、税率の確認（P４） 

③各ＥＰＡに定められた輸出産品に係る規則等の確認（P5） 

④輸出産品に関する原産性の確認（P6） 

 

 ＜特定原産地証明書の取得手続き＞（P２） 

   ①企業登録 

    日本商工会議所に「企業登録」する必要があります。（登録無料、期間は 2 年間） 

    ※企業登録後、証明書発給システムを利用することが可能となります。 

   ②原産品判定 

    輸出産品が利用する EPA の原産品として認められるかの審査は、日本商工会議所

が行います。原産品と承認された産品は、特定原産地証明書に記載できます。 

   ③証明書発給申請 

    日本商工会議所に、特定原産地証明書発給申請を行います。（手数料がかかります） 

    ※EPA 相手国税関で同証明書を提示いただくことで EPA 税率が適用されます。 

 

 ＜留意事項＞ 

   「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づく、義務

違反等に対する罰則や、相手国政府からの原産品であるか否かについての確認など

がありますので、利用する協定内容は十分理解しておく必要があります。 
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＜参考＞特定原産地証明書の発給申請の流れ 

 

②特定原産地証明書発給に必要な資料の送付（郵送）
企業登録番号、システムURL、ログインID／パスワード

①企業登録申請書、履歴事項全部証明書等を提出（郵送 or 持参）

＜企業登録＞

日
本
商
工
会
議
所
（
指
定
発
給
機
関
）

輸
出
者

生
産
者

輸
出
者

生
産
者

＜原産品判定依頼＞

①原産品判定依頼書の提出（特定原産地証明書発給システム）

「原産品であることを明らかにする資料」（EPAの原産地規則
に基づき原産資格を有していることを確認できる情報）の入力

原産品であるか
どうかについて
審査(判定審査)

②原産品判定番号の付与

必要に応じて、
・申請に係る物品の確認、関係者への照会
・証明資料提出者等の同意を得て、実地に

設備や書類その他の物件の調査等を実施。原産品であると
認められる場合

（承認）

輸
出
者

＜特定原産地証明書の発給申請＞

①発給申請書の提出（特定原産地証明書発給システム）

証明資料提出同意通知書の提出（生産者と輸出者が異なる場合）

留意事項の通知

発給申請内容を
審査(発給審査) 必要に応じて、

・申請に係る書類の確認、関係者への照会

②特定原産地証明書の交付、留意事項の通知

発給が認められ
る場合（承認）

③発給手数料の納付（現金など）

※

生
産
者
か
ら
判
定
に
必
要
な
情
報
を
入
手

し
て
い
る
場
合
、
輸
出
者
も
判
定
依
頼
可
能
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＜参考＞日本商工会議所 HP http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index.htm 
 

 

発給申請手続きの

全般はこちらを 

ご確認ください。 

申請はインターネ

ットで行うため、

企業登録が必要。

有効期間：2 年間。 

各協定の内容（原

産地規則など）は

こちらをご確認く

ださい。重要です。 
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＜参考＞特定原産地証明発給申請前に確認しておくべき事項 

～輸出産品の HS コードの確認、特恵税率の有無、税率の確認～ 
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＜参考＞特定原産地証明発給申請前に確認しておくべき事項 

～EPA に定められた輸出産品に係る規則等の確認～ 
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＜参考＞特定原産地証明発給申請前に確認しておくべき事項 

    ～輸出産品に関する原産性の確認～ 

 

 



7 
 

＜参考＞特定原産地証明書の留意事項 

※「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」の下、義務や罰則等があります。 

 

１．特定原産品でなかったこと等の通知義務（証明法第６条）   

 特定原産地証明書の発給を受けた日から「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する

法律施行規則」（平成１７年経済産業省令第９号）で定める下記のそれぞれの期間を経過する日までの間、

指定発給機関に遅滞なく書面により通知することが求められます。   

（１） 輸出者（証明書受給者）への通知義務：  

 ① 証明書の発給を受けた産品が特定原産品でなかったこと（５年）  

② 申請書の記載又は資料の内容の誤りにより証明書の記載に誤りが生じたこと（１年）  

③ 証明書に記載された事項に変更があったこと（１年）  

（２）原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者（特定証明資料提出者）への通知義務：  

   ① 証明書の発給を受けた産品が特定原産品でなかったこと（５年）  

② 提出した資料の内容に誤りがあったこと（１年）  

  なお、これらの事項について通知しなかった場合、①の特定原産品でなかったことを通知する義務を

怠った輸出者には、３０万円以下の罰金が科される（証明法第３７条）とともに、証明書の発給の決定

が取り消されます（証明法第２７条）。また、発給の決定が取り消された場合、相手国の当局にその旨が

通報されます（証明法第２８条。通報の前に証明書が返納された場合を除く）。 

  証明書の発給が取り消された場合には、取り消された証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、

その証明書を経済産業大臣に返納しなければなりません（証明法第２９条）。返納する義務を怠った輸出

者には、３０万円以下の罰金が科されます（証明法第３８条）。   

  

２．証明書受給者及び特定証明資料提出者の報告等（証明法第２６条）   

  証明法第６条の通知（特定原産品でなかったこと等の通知）義務が遵守されているか否かを確認する

ため、証明書受給者、特定証明資料提出者に対する経済産業大臣又は指定発給機関が実施する報告要請・

実地検査が規定されています。なお、報告要請・実地検査は、対象とされた証明書受給者の同意の上で

行われるものであり、強制措置ではありません。 

  ただし、経済産業大臣が実施する報告要請・実地検査の同意を拒むと、証明書発給の決定取消しを受

ける場合があります（証明法第２７条）。 また、発給の決定が取り消された場合、相手国の当局にその

旨が通報されます（証明法第２８条。通報の前に証明書が返納された場合を除く）。 

 

3．証明書受給者等にかかる罰則   

証明書受給者等に対する証明法に基づく義務違反等に対する罰則をまとめると、以下のとおりです。   

 違反行為の内容 該当条文 罰金額 

標章の使用制限違反 第３５条 ５０万円以下 

虚位の申請書又は虚位の資料の提出 第３６条 ３０万円以下  

原産品でなかったことの通知義務違反 第３７条 ３０万円以下 

原産地証明書の返納義務違反 第３８条 ３０万円以下  

 なお、上記の違反行為を法人等の役職員が犯した場合、その法人等に対しても罰金刑が科されます（証

明法第４０条）。 また、特恵の適用を目的として、特定原産地証明書を偽造した場合には、刑法１５５

条の公文書偽造に該当し、１年以上１０年以下の懲役の対象となります。 
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＜参考＞特定原産地証明書発給システムのイメージ 

 
【ログイン画面】 

 
 

【メインメニュー】 

 
 

 

日本商工会議所に企業登録

すると、本システムＵＲＬと 

ＩＤと PW が付与されます 

原産品の判定依頼 

はここから 

証明書の発給申請 

はここから 


